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厚
生
労
働
省
が
一
一
月
二
九
日
に
発
表
し

た
二
〇
一
二
年
の
「
賃
金
引
上
げ
等
の
実
態

に
関
す
る
調
査
」
結
果
に
よ
る
と
、
定
期
昇

給
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
な
ど
に
よ
る
従
業
員
一

人
当
た
り
の
賃
金
改
定
額
（
月
額
、
加
重
平

均
）
は
、
前
年
比
五
二
三
円
増
の
四
〇
三
六

円
と
な
り
、
二
年
ぶ
り
に
前
年
を
上
回
っ
た
。

賃
金
の
改
定
額
が
四
〇
〇
〇
円
を
上
回
る
の

は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
直
前
の
二
〇
〇
八

年
八
月
に
実
施
し
た
調
査
以
来
四
年
ぶ
り
。

調
査
は
八
月
に
実
施
し
、
常
用
労
働
者
一
〇

〇
人
以
上
の
企
業
一
六
五
三
社
の
回
答
を
ま

と
め
て
い
る
。

全
規
模
で
前
年
を
上
回
る

　

二
〇
一
二
年
中
に
一
人
平
均
賃
金
の
引
き

上
げ
を
実
施
も
し
く
は
予
定
し
て
い
る
企
業

の
割
合
は
、
前
年
比
一
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
の

七
五
・
三
％
。逆
に
引
き
下
げ
る
企
業
は
、〇
・

五
ポ
イ
ン
ト
減
の
三
・
九
％
だ
っ
た
。
賃
金

の
改
定
を
実
施
し
な
い
企
業
は
三
・
二
ポ
イ

ン
ト
減
っ
て
一
五
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
二
年
中
の
賃
金
の
改
定
状
況（
実

施
予
定
も
含
む
）を
み
る
と
、一
人
平
均
の
賃

金
の
改
定
額
は
、四
〇
三
六
円（
前
年
は
三
五

一
三
円
）、改
定
率
は
一
・
四
％（
同
一
・
二
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
企
業
規
模
別
に
み

る
と
、改
定
額
は
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
企
業

で
四
七
七
九
円（
同
四
八
二
八
円
）、一
〇
〇

〇
～
四
九
九
九
人
は
四
二
八
九
円（
同
三
六

一
七
円
）、三
〇
〇
～
九
九
九
人
は
三
六
七
三

円（
同
三
一
八
一
円
）、一
〇
〇
～
二
九
九
人

が
三
五
六
三
円（
同
二
九
〇
六
円
）で
、す
べ

て
の
規
模
で
前
年
を
上
回
っ
た
。

　

厚
生
労
働
省
は
、「
企
業
が
東
日
本
大
震
災

発
生
後
に
引
き
下
げ
た
賃
金
を
、
復
旧
・
復

興
の
進
展
に
伴
い
、
ま
た
戻
し
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
か
」
と
み
て
い
る
。

一
般
職
は
四
分
の
三
で
定
昇
制
度
あ
り

　

賃
金
改
定
を
実
施
す
る（
予
定
も
含
む
）企

業
と
実
施
し
な
い
企
業
に
つ
い
て
、
管
理
職

の
定
期
昇
給
（
以
下
「
定
昇
」
と
い
う
）
制

度
の
有
無
を
み
る
と
、「
定
昇
制
度
あ
り
」
の

企
業
は
約
七
割
（
六
八
・
六
％
）
で
、「
定
昇

制
度
な
し
」の
企
業
は
約
三
割（
二
九
・
六
％
）。

「
定
昇
制
度
あ
り
」
の
企
業
の
定
昇
の
実
施

状
況
を
み
る
と
、「
定
昇
を
行
っ
た
・
行
う
」

企
業
は
五
六
・
七
％
、「
定
昇
を
行
わ
な
か
っ

た
・
行
わ
な
い
」
企
業
は
一
一
・
二
％
、「
延

期
し
た
」
企
業
が
〇
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
一
般
職
で
は
、「
定
昇
制
度
あ
り
」

の
企
業
が
七
五
・
三
％
で
、「
定
昇
制
度
な
し
」

の
企
業
は
二
二
・
九
％
と
な
る
。「
定
昇
制

度
あ
り
」
の
企
業
の
定
昇
の
実
施
状
況
は
、

「
定
昇
を
行
っ
た
・
行
う
」
企
業
が
六
四
・

七
％
、「
定
昇
を
行
わ
な
か
っ
た
・
行
わ
な
い
」

企
業
が
九
・
七
％
、「
延
期
し
た
」
企
業
が
〇
・

八
％
と
な
る
。

約
一
割
で
ベ
ア
を
実
施

　

定
昇
制
度
が
あ
る
企
業
に
つ
い
て
、
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
（
以
下
「
ベ
ア
」
と
い
う
）
な
ど

の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
定
昇
と
ベ
ア
な
ど

を
区
別
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
、
管
理
職

で
五
七
・
〇
％
、
一
般
職
で
六
〇
・
〇
％
と

な
っ
て
い
る
。こ
の
う
ち
、「
ベ
ア
を
行
っ
た
・

行
う
」
企
業
は
、
管
理
職
で
九
・
八
％
、
一

般
職
で
一
二
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

一
割
強
の
企
業
が
賃
金
カ
ッ
ト
を
実
施

　

賃
金
改
定
を
実
施
す
る
（
予
定
も
含
む
）

企
業
で
額
も
決
定
し
て
い
る
企
業
の
う
ち
、

二
〇
一
二
年
中
に
賃
金
カ
ッ
ト
を
実
施
す
る

（
予
定
も
含
む
）
企
業
は
一
二
・
八
％
（
前

年
一
五
・
二
％
）。
対
象
者
別
に
み
る
と
、「
管

理
職
の
み
」
は
二
三
・
八
％
（
同
二
五
・
六
％
）、

「
一
般
職
の
み
」
は
三
〇
・
三
％
（
同
一
四
・

三
％
）、「
管
理
職
一
部
と
一
般
職
一
部
」
は

二
九
・
八
％
（
同
三
五
・
〇
％
）、「
管
理
職

全
員
と
一
般
職
全
員
」
は
一
一
・
九
％
（
同

一
四
・
七
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

賃
金
カ
ッ
ト
の
具
体
的
な
内
容
を
み
る
と
、

管
理
職
の
「
基
本
給
の
み
減
額
」
す
る
企
業

が
、
管
理
職
の
一
部
で
二
四
・
二
％
（
前
年

二
九
・
四
％
）、
管
理
職
全
員
で
一
〇
・
二
％

（
同
一
三
・
六
％
）
と
最
多
。 

一
方
、
一

般
職
に
つ
い
て
も
、「
基
本
給
の
み
減
額
」
が

一
般
職
の
一
部
で
三
二
・
八
％
（
同
三
四
・

四
％
）、「
諸
手
当
の
み
減
額
」
が
一
般
職
の

全
員
で
六
・
一
％
（
同
四
・
一
％
）
な
ど
と

な
っ
て
い
る
。

賃
金
改
定
は
企
業
業
績
重
視

　

賃
金
改
定
を
実
施
す
る
（
予
定
も
含
む
）

企
業
で
額
も
決
定
し
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
、

賃
金
改
定
の
決
定
で
も
っ
と
も
重
視
し
た
要

素
を
み
る
と
、「
企
業
の
業
績
」が
五
二
・
〇
％

（
前
年
五
八
・
五
％
）
と
一
番
多
く
、
次
い

で
、「
親
会
社
ま
た
は
関
連
（
グ
ル
ー
プ
）
会

社
の
改
定
の
動
向
」
が
六
・
三
％
（
同 

六
・

一
％
）、「
雇
用
の
維
持
」が
五
・
八
％（
同
二
・

二
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

賃
上
げ
額
要
求
さ
れ
た
企
業
の
四
分

の
三
が
具
体
額
を
回
答

　

労
働
組
合
が
あ
る
企
業
の
賃
上
げ
交
渉
の

有
無
を
み
る
と
、
労
組
か
ら
賃
上
げ
要
求
が

あ
っ
た
企
業
は
七
二
・
五
％
（
前
年
七
〇
・

五
％
）
と
、
四
分
の
三
近
く
で
要
求
交
渉
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方
、
要
求
交
渉

が
な
か
っ
た
企
業
は
二
六
・
四
％
（
同
二
九
・

二
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

賃
上
げ
要
求
の
内
容
を
み
る
と
、
要
求
内

容
が「
具
体
的
な
賃
上
げ
額
で
あ
っ
た
企
業
」

が
四
五
・
八
％
（
前
年
五
一
・
〇
％
）、「
賃

金
体
系
維
持
で
あ
っ
た
企
業
」が
二
六
・
六
％

（
同
一
八
・
八
％
）
と
な
っ
て
い
る
。 

　

妥
結
内
容
別
に
み
る
と
、
要
求
内
容
が
具

体
的
な
賃
上
げ
額
で
あ
っ
た
企
業
で
は
、「
具

体
的
な
賃
上
げ
額
を
回
答
」
が
七
三
・
六
％

（
同
七
七
・
九
％
）
と
も
っ
と
も
多
く
、
要

求
内
容
が
賃
金
体
系
維
持
で
あ
っ
た
企
業
で

は
、「
賃
金
体
系
維
持
」
が
八
二
・
五
％
（
同

七
九
・
八
％
）
で
一
番
多
い
。

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

賃
金
調
査

2

二
〇
一
二
年
の
賃
金
改
定
額
は
月
平
均
で
四
〇
三
六
円




